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第２節 特許権の取得 

 

１．特許法の概要 

現在施行されている特許法は、2016 年特許に関する法律第 13 号であって、2016 年 7 月

28 日に改正・施行された。その主な改正点は以下のとおりである。 

１）訂正審判請求可能 

２）無効審判請求可能 

３）方法も簡易特許の対象に 

４）強制実施権に関する具体的な手続きを規程 

５）初回年金支払いは登録から６ヶ月以内。２回目以降は権利満了日の１ヶ月前

まで。期限内に支払わなかった場合 100％の追徴金 

６）政府認定の遺伝子資源や伝統的知識を由来とする発明であるにも関わらず、

そのことを明細書に明記しない出願は取消裁判の対象 

７）訴訟による特許取消は一部のクレームについて取消可能 

８）仮処分手続きを具体的に規程 

９）侵害に対する罰金を 10億ルピアに引き上げ 

 

改正特許法の概要は以下のとおりである。 

・ 発明とは、技術分野における特定の問題の解決のために注がれた発明者の思想であって、

物若しくは方法又は物若しくは方法の改良及び改善の形を取る。（第１条第２項） 

・ 特許登録要件は、新規性、進歩性、産業上利用性。（第３条第１項） 

・ 公表された技術とは、新規性判断基準日より前に、インドネシア国内又はインドネシア

国外において書面、口頭又は展示、使用又はその他の方法で専門家が当該発明を実施で

きるように公表されている技術である。（第５条） 

・ 新規制喪失の例外が認められる。（第６条） 
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・ 不特許事由は、公序良俗違反、人体又は動物の検査・治療等の方法、数学的理論・方法、

生物（微生物を除く）、動植物生産のための生物学的方法（微生物学的方法を除く）。（第

９条） 

・ 職務発明は使用者に帰属するが、発明者は報酬を受ける権利を有する。報酬の形態は(a) 

特定金額の一括払い、(b) 歩合、(c) 一括的報酬と贈与又は賞与との組合せ等（第12条） 

・ 先使用権が認められる。（第 14条） 

・ 特許存続期間は出願から 20年。（第 22条第１項） 

・ 在外人による出願は代理人を通して出願。（第28条） 

・ 優先書類の追完は優先日から16ヶ月以内。（第30条）（書誌事項ページのみインドネシア

語翻訳。認証は不要） 

・ 出願日が有効となるための最小要件（第34条）は： 

(a) 願書 

(b) 発明の名称、明細書、請求の範囲、要約、図面 

(c) 出願手数料納付の証明 

・ 外国語明細書によって出願日の確保が可能。（第 34条第３項） 

・ 簡易特許から特許へ、特許から簡易特許への変更が可能。（第 40 条） 

・ 出願公開（出願日又は優先日から 18 ヶ月後、６ヶ月間）によって第三者に異議申立の

機会を与える。（第 46条～第 49 条） 

・ 実体審査請求は、出願日から 36 ヶ月以内に行わなければならない。（第 51条第 2項） 

・ 実体審査は、審査請求又は出願公開期間満了後、30ヶ月以内に終了させる。（第 51条第

５項、第 57条） 

・ 出願の拒絶に対する不服、訂正、付与された特許の取消を求める審判請求ができる。（第

67条～第 71条） 

・ 審決に対する不服は商務裁判所に訴える。（第 72条） 

・ 特許付与から36ヶ月以内に実施されない発明は、第三者が強制実施権を申請できる。（第
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82条） 

・ 他人の特許を侵害した者には、最高懲役４年、罰金 10億ルピアが科せられる。（第 161

条） 

・ 侵害は親告罪。（第 165 条） 

＜簡易特許について＞ 

・ 簡易特許は新規の発明であって、既存の物又は方法の改良であり、且つ産業上利用でき

る発明に対して与えられる。（第３条第２項） 

保護対象：器具、物品、機械、成分、配合、化合物又はシステムを含む

形状、形体、構造又は部品により、従前の発明よりも便利な機能／用途

有する物及び方法の発明に対して与えられる。（第３条第２項解説） 

     存続期間：出願から 10 年。（第 23条） 

  公開時期：出願から４ヵ月後、２ヶ月間。（第 123条）  

  審査請求期間：出願から６ヵ月以内。（第 122条） 

実体審査期間：出願から 12ヶ月以内。（第 124条） 

 

２．出願から登録までの手続き 

 特許出願に当たっては、以下の書類を特許集積回路配置設計営業秘密局に提出しなけれ

ばならない。提出方法は、特許集積回路配置設計営業秘密局又は法務人権省地方支局に出

向くほか、オンラインでも可能である。いずれの書類もインドネシア語を使用すること。（但

し、特許明細書は外国語でも出願日の確保が可能） 

１） 願書 

記載事項 

(a) 出願年月日 

(b) 出願人の氏名、住所（特許、簡易特許とも共同出願が可能である。） 

(c) 発明者の氏名、国籍 
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(d) 代理人の氏名、住所（在外者は代理人を通して出願しなければならない。） 

(e) 発明の名称 

(f) 優先権情報（優先権主張を伴う場合） 

 

２） 特許請求の範囲 

３） 明細書 

４） 図面（もしあれば） 

５） 要約 

６） 委任状（代理人を通して出願する場合）（包括委任状は認められない）（認証不要） 

７） 譲渡書（出願人と発明者が異なる場合）（職務発明の場合、使用者から会社に対す

る権利の譲渡を宣言する。）（認証不要） 

８） 発明宣言書（発明者が真に発明をしたものであることを宣言する書類）（認証不要） 

９） 優先権証明書（優先権主張を伴う場合）（書誌事項ページのみ要翻訳。認証翻訳は

不要） 

 

インドネシアで PCT 出願の国内段階に移行する場合は、上記書類のほか、国際公開公報等、

国際出願であることを示す書類を添付する。（但し優先権証明書は不要。） 

 

 特許出願から登録までの流れを図－２に示す。 
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図－２ 特許出願から登録まで 

 

 委任状、譲渡書、発明宣言書等が出願と同時に提出されない等、方式要件を欠いて出願

された場合、数ヶ月内に方式指令が発せられる。指令の日から期限内に要件を満たさない

場合、充当期限は当初３ヶ月、その後２ヶ月の延長が可能であり、さらに手数料支払いを

条件として１ヶ月延長が可能である。これらの期限を過ぎても要件が満足されない場合、

出願は取り下げられたものと見なされる。（第 35条） 

 願書に添付した明細書が外国語で書かれている場合、出願から 30 日以内にインドネシア

語明細書を提出しなければならない。期限を過ぎてもインドネシア語明細書が提出されな
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い場合、出願は取り下げられたものと見なされる。（第 34条） 

特許出願は方式審査を経た後、出願日から起算して 18ヶ月後に公開され、第三者は公開

日から６ヶ月の間に異議を申立てることができる。（第 49条） 

知的財産総局は、特許出願が公開されたことを出願人に通知している。公開情報の検索

方法は、第４節（商標権の取得）を参照されたい。公開される情報は基本的に書誌的事項

と要約、代表図面である。特許請求の範囲や全文明細書は公開情報に含まれない。また、

登録公報の公開は行われていない。 

 

 出願人が出願日から 36 ヶ月以内に審査請求しない場合には、出願は取り下げられたもの

と見なされる。（第 51条） 

審査請求された出願は実体審査にかけられるが、この実体審査は、ほとんどの場合外国

での審査結果に追随する形で行われている。 

 審査官が最初の拒絶理由通知で指摘する事項はほぼ以下の３つに大別される。 

１）国際調査報告にて引用された文献を引用し、新規性、進歩性等の問題を指摘する。 

２）明細書の記載や翻訳の不備を指摘する。 

３）本出願に対応する出願であって他国で登録済みの特許を引用し、インドネシアでの登

録を前提に同特許のクレームと等しくなるように本出願のクレームを補正することを

示唆する。 

 

同じ拒絶理由通知で１）と３）の両方が記載されている場合は、３）の点が優先する。

つまり、他国ですでに登録済みであることが証明できれば十分とされる。また、審査官は

出願発明の新規性、進歩性を否定する理由を発見できなかったとしても、３）の点を通知

してくることがある。 

 旧特許法第 54条(a)項には実体審査は審査請求又は公開終了から 36ヶ月以内に終了させ

ると規定されているが、実情としてはその期間を過ぎても審査未完了の出願が多数存在す
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る。 

 

＜審査促進策＞ 

 審査の効率化を図るべく、特許審査ハイウェイ（Patent Prosecution Highway：PPH）（日

本との PPHは 2013年 6月に試行開始）や ASPEC（ASEAN Patent Examination Cooperation）

（2009 年開始）等の施策が実行されているが、2017 年末の時点で期待されたほどの審査促

進が達成できていないばかりか、むしろ従来の PPH によらない出願の方が先に審査が進ん

でいるケースがあることも観察されている。  

 これらの審査促進策はいずれも他国の審査結果をインドネシアで活用することで審査の

促進を図ろうとするものであるが、書類の管理に元々問題があったところに 2014年の庁舎

移転が重なって、多くの書類の置き場所が不明になってしまった現状が、審査促進策利用

のための申請書の包袋挿入をきっかけに明るみとなり、2018 年 1 月時点でも一部の PPH 申

請を受けた出願の包袋が見つかっていない。審査促進申請の受付やそれらの案件の管理等、

促進策を実行することで新たな事務作業が発生したことにより、現場の対応を遅らせてい

る状況も見受けられる。 

 

＜未払特許年金問題＞ 

 旧特許法 115 条１項には「特許権者が３年間連続して年金の納付をしなかったとき、特

許はその３年目に対する納付期限末日において取消される。」との規定があったが、旧特許

法 115 条１項解説には「３年間支払われなかった年金は特許権者が支払うべき負債となる」

との記載もあった。この３年間支払われなかった年金を特許権者が支払うべきなのが、特

許権を維持する場合のことなのか、維持しない場合でもそうなのかは明記されていないが、

この 115 条１項解説を根拠として、2011 年頃から知的財産総局は年金未納の特許に対して

督促状を出していた。 

 旧特許法施行から 10年以上も経過して突然の督促に代理人は反発し、出願人は出願の取
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下書を提出する等したため、回収が困難と判断した知的財産総局は、直接特許局から出願

人に督促状を送るに至り、更には財務省が直接出願人に通知する等、事態は混迷した。 

 その後、知的財産総局はウェブサイトにて年金の支払い状況を公開するようになった（知

的財産コンサルタントのみがアクセス可能）が、この公開情報と知的財産総局からの督促

状の情報に齟齬が見られる場合もある。   

 この問題を契機に、出願人が年金を支払う意思があったにも関わらず代理人の連絡ミス

等で期限内に支払いがなされなかった特許の存在が明るみに出た。2017 年 12月知的財産総

局は、このような特許については事情説明を条件に特許権の復活を可能にする通達を出し

ている。 

 これらの混乱を受け、2016 年改正特許法では期限内に年金の支払いがなければ、自動的

に権利が消滅する制度となった。初回年金支払い期限は登録から６ヶ月、２回目以降は権

利満了日の１ヶ月前まで。期限内に支払えない場合は期限の７日前までに申告の上、100％

の追徴金が課せられる。 

 

３．出願・登録状況 

 知的財産総局は 2007 年度版模倣対策マニュアルに掲載されたような特許出願状況を示す

データのまとめ方をもはや停止している。ここでは WIPO ウェブサイトが公開している内外

国人による出願件数（表－１）、知的財産総局が公開するデータベースから各年の出願、登

録、拒絶、取下の各件数を拾い集めてまとめたもの（表－２）と知的財産総局ウェブサイ

トが公開した出願件数の国別ランキングを使って全体的な傾向を見ていくこととする。  

 表－１、表－２によればインドネシアは 2016 年 9,000 件を超える特許出願を受け付けて

いる。2006 年の出願件数 4,880 件と比べるとこの 10 年の間の伸び率は 90％近く、さらに

その 10 年前である 1996 年の出願件数 4,132 件と比べると、この 10 年の伸びが著しいこと

がわかる。 

表－３に示すように、出願人の出身国別に見ると、この２、３年は日本の出願件数が最
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も多く（約 25％）、続いてアメリカ、インドネシアからの出願が多い。 

 表－２に示すように、ここ数年の審査処理件数は 3,000 件から 5,000 件程度であり、こ

こ 10 年で急速に増大し、2016 年では 9,000 件を超える出願件数に追いついていないことが

わかる。旧特許法では審査請求又は公開終了から 36ヶ月以内に実体審査を終了させると規

定されているが、実情ではその規定は守られているとは限らない。 

 

表―１ 内外国人別特許出願件数 

年 

特許 簡易特許 

合計 

内国 外国 内国 外国 

2002 234 3,609 157 48 4,048 

2003 201 3,099 163 29 3,492 

2004 227 3,441 177 32 3,877 

2005 235 4,069 163 32 4,499 

2006 288 4,324 242 26 4,880 

2007 284 4,850 209 34 5,377 

2008 386 4,747 214 34 5,381 

2009 415 4,103 247 42 4,807 

2010 508 5,122 279 363 6,272 

2011 533 5,297 236 56 6,122 

2012 不明 不明 不明 不明 不明 

2013 663 6,787 233 116 7,799 

2014 702 7,321 224 113 8,360 

2015 1,058 8,095 290 120 9,563 

2016 不明 8,538 427 115 不明 

（出所：WIPO statistics） 
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表－２ 特許出願登録状況 

年 出願件数 

最終処分件数 

登録 拒絶 取下 合計 

2007 4,383 1,557 8 1,444 3,009 

2008 5,054 1,892 11 1,278 3,181 

2009 5,532 2,004 12 1,030 3,046 

2010 5,884 2,013 18 871 2,902 

2011 2,498 2,096 2 200 2,298 

2012 8,507 1,964 4 436 2,404 

2013 11,789 2,637 4 226 2,867 

2014 7,901 2,295 1 21 2,317 

2015 4,253 2,704 0 0 2,704 

2016 1,226 3,660 2 0 3,662 

（出所：知的財産総局データベースから作成 2017年 11月 6日） 

 

 表―３ 国別特許出願件数 

順位 国名 2015年 2016年 2017年 10月 19日まで 

1 日本 2,378 2,320 1,890 

2 インドネシア 1,301 1,471 1,318 

3 アメリカ 1,570 1,867 1,281 

4 中国 316 419 368 

5 韓国 410 337 296 

6 スイス 377 397 292 

7 ドイツ 454 449 290 

8 オランダ 290 270 217 
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9 フランス 260 230 184 

10 イギリス 186 189 122 

 
その他 1,338 1,287 913 

  合計 8,880 9,236 7,171 

（出所：知的財産総局） 

  

４．特許審判 

拒絶査定不服審判の請求は、拒絶査定の日から３ヶ月以内に可能である（第68条第１項）。

特許付与後の明細書、特許請求の範囲、図面の訂正審判の請求は、特許査定の日から３ヶ

月以内に可能である（第69条第１項）。特許付与の決定に対する不服審判（無効審判）の請

求は、利害関係人により特許査定の日から９ヶ月以内に可能である（第70条第１項）。 

 特許審判部は計 12 名のメンバーで構成されており、知的財産総局長の管理下にあるが、

特許局からは独立した組織である。出願統計に見るように、特許の拒絶件数は極めて少な

く、かつ 2016 年の特許法改正までは無効審判制度が存在しなかったため、特許審判委員会

の活動はほとんどなかった。 

 特許審判委員となるには以下の要件を満たす者である以外に、ある等級以上の審査官が

審判官に任命されることができる。 

   ａ．インドネシア国籍を有すること 

   ｂ．インドネシア国内に住所を有すること 

   ｃ．神を畏れること 

   ｄ．心身共に健康であること 

   ｅ．英語能力を有すること 

   ｆ．特許の分野における専門知識を有すること 

   ｇ．65 才以下であること 
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５．特許権の効力 

特許権の効力は、一定期間発明を実施する権利を専有すること（第１条）であるが、次

の場合には制限が加わる。 

・ 強制実施権が設定された場合。 

・ 政府による実施が決定された場合。 

・ 先使用者による実施は容認しなければならない。 

・ 教育・研究を目的とし、特許権者の利益を損なわない実施は容認しなければならない。 

 

ここで、発明の実施とは、次に掲げる行為と解される。（第 19条第１項） 

 (a) 物の特許の場合：特許を付与された製品を製造、使用、販売、輸入、賃貸、配送又

は販売、賃貸又は配送のために供給すること。 

 (b) 方法の特許の場合：製品を製造その他(a)に定める行為を行うために特許を付与さ

れた製造方法を使用すること。 

 

 なお、将来先使用権を主張するために、実施している技術を示す書類や図面等を封印し

て認証を受ける例があるが、実際に先使用権を行使した例については情報がない。 

 

６．強制実施権 

インドネシア特許法には「インドネシアで登録された特許が国の防衛及び安全保障を遂

行するために極めて重要であると政府が判断したとき、政府は当該特許を自ら実施するこ

とができる。」との規定がある。これに基づき「2012 年抗ウイルス薬および抗レトロウイル

ス薬に対する政府による特許実施に関する大統領令第 76 号」が 2012 年９月３日に制定さ

れた。これにより次の６件の特許を実施できることとした。 
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No. 有効成分 特許権者 特許番号 実施期限 

（特許有効期限） 

1 Efavirenz Merck & Co., INC. ID0005812 7 Aug 2013 

2 Abacavir Glaxo Group Ltd. ID0011367 14 May 2018 

3 Didanosin Bristol-Meyers 

Squibb Co. 

ID0010163 

 

6 Aug 2018 

4 Lopinavir, 

Ritonavir 

Abbot Laboratories 

 

IDP0023461 23 Aug 2018 

5 Tenofovir 

 

Gilead Science, Inc. 

 

ID00076538 23 Jul 2018 

6 Tenofovir, 

Emtrisitabin, 

Evafirenz 

Gilead Science, Inc. 

 

IDP0029476 3 Nov 2024 

 

 

 保険大臣は実施者としての製薬会社を指定し、同実施者は特許権者に対して正味販売価

格の 0.5％の実施料を支払う。この実施料の支払いは毎年行わなければならない。これらの

特許の実施者として国内大手のキミア・ファルマが指定された。 

 

７．出願費用及び特許維持年金 

 特許出願に要する費用及び特許維持年金は添付資料に示すとおりである。 
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添付資料３：特許出願料金表 

 

項目 単位 金額（ルピア） 

出願       

a）特許出願       

  １．小企業、教育機関、政府研究機関     

  a）オンライン出願 出願 350,000 

  b） マニュアル出願 出願 450,000 

  ２．一般     

  a）オンライン出願 出願 1,250,000 

  b） マニュアル出願 出願 1,500,000 

b)簡易特許 １．小企業、教育機関、政府研究機関     

  a）オンライン出願 出願 200,000 

  b） マニュアル出願 出願 250,000 

  ２．一般     

  a）オンライン出願 出願 800,000 

  b） マニュアル出願 出願 1,250,000 

明細書 30頁を超える追加料金  頁 5,000 

請求項ごとの追加料金 請求項 50,000 

出願必要書類補完  出願 200,000 

6 か月経過後の早期公開請求  出願 200,000 

出願データの補正  出願 100,000 

先使用者情報提供願  出願 3,000,000 

優先権証明願  出願 250,000 
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微生物サンプル取得のための公式声明書申請  出願 100,000 

実体審査請求       

a）特許出願   出願 2,000,000 

b)簡易特許   出願 350,000 

出願変更   出願 450,000 

審判請求   出願 3,000,000 

登録証誤記訂正願（出願人による誤記）  出願 500,000 

フロント頁記載事項（但し、登録証記載事項を除く）の誤記訂

正願（出願人による誤記）  

出願 150,000 

特許出願人名称・住所変更届  特許 150,000 

特許請求項の削減による出願の一部取消請求  請求 100,000 

特許出願人名義変更登録  出願 500,000 

特許ライセンス契約登録  出願 1,000,000 

特許ライセンス契約登録抄本申請  出願 150,000 

強制実施権申請   出願 1,000,000 

特許登録原簿抄本申請 出願 300,000 

特許証謄本申請   出願 150,000 

包袋書類の複写   頁 10,000 

調査手数料       

a)国内公開特許調査申請  主題 250,000 

b)オンライン特許調査  主題 0 

地域における特許実施申請  出願 3,000,000 

不可抗力による PCT国内移行遅延  出願 5,000,000 
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添付資料４：特許年金表 

 

特許年金       

a)小企業、教育機

関、政府研究機関   

    

  １）第一年度     

  a) 基本料金 特許 ０ 

  b)請求毎の料金 請求項 ０ 

  ２）第二年度     

  a) 基本料金 特許 ０ 

  b)請求毎の料金 請求項 ０ 

  ３）第三年度     

  a) 基本料金 特許 ０ 

  b)請求毎の料金 請求項 ０ 

  ４）第四年度     

  a) 基本料金 特許 ０ 

  b)請求毎の料金 請求項 ０ 

  ５）第五年度     

  a) 基本料金 特許 ０ 

  b)請求毎の料金 請求項 ０ 

  ６）第六年度     

  a) 基本料金 特許 1,500,000 

  b)請求毎の料金 請求項 150,000 

  ７）第七年度     
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  a) 基本料金 特許 2,000,000 

  b)請求毎の料金 請求項 200,000 

  ８）第八年度     

  a) 基本料金 特許 2,000,000 

  b)請求毎の料金 請求項 200,000 

  ９）第九年度     

  a) 基本料金 特許 2,500,000 

  b)請求毎の料金 請求項 250,000 

  １０）第十年度     

  a) 基本料金 特許 3,500,000 

  b)請求毎の料金 請求項 250,000 

  １１）第十一年度     

  a) 基本料金 特許 5,000,000 

  b)請求毎の料金 請求項 250,000 

  １２）第十二年度     

  a) 基本料金 特許 5,000,000 

  b)請求毎の料金 請求項 250,000 

  １３）第十三年度     

  a) 基本料金 特許 5,000,000 

  b)請求毎の料金 請求項 250,000 

  １４）第十四年度     

  a) 基本料金 特許 5,000,000 

  b)請求毎の料金 請求項 250,000 

  １５）第十五年度     
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  a) 基本料金 特許 5,000,000 

  b)請求毎の料金 請求項 250,000 

  １６）第十六年度     

  a) 基本料金 特許 5,000,000 

  b)請求毎の料金 請求項 250,000 

  １７）第十七年度     

  a) 基本料金 特許 5,000,000 

  b)請求毎の料金 請求項 250,000 

  １８）第十八年度     

  a) 基本料金 特許 5,000,000 

  b)請求毎の料金 請求 250,000 

  １９）第十九年度     

  a) 基本料金 特許 5,000,000 

  b)請求毎の料金 請求項 250,000 

  ２０）第二十年度     

  a) 基本料金 特許 5,000,000 

  b)請求毎の料金 請求項 250,000 

b)一般       

  １）第一年度     

  a) 基本料金 特許 700,000 

  b)請求毎の料金 請求項 50,000 

  ２）第二年度     

  a) 基本料金 特許 700,000 

  b)請求毎の料金 請求項 50,000 
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  ３）第三年度     

  a) 基本料金 特許 700,000 

  b)請求毎の料金 請求項 50,000 

  ４）第四年度     

  a) 基本料金 特許 1,000,000 

  b)請求毎の料金 請求項 100,000 

  ５）第五年度     

  a) 基本料金 特許 1,000,000 

  b)請求毎の料金 請求項 100,000 

  ６）第六年度     

  a) 基本料金 特許 1,500,000 

  b)請求毎の料金 請求項 150,000 

  ７）第七年度     

  a) 基本料金 特許 2,000,000 

  b)請求毎の料金 請求項 200,000 

  ８）第八年度     

  a) 基本料金 特許 2,000,000 

  b)請求毎の料金 請求項 200,000 

  ９）第九年度     

  a) 基本料金 特許 2,500,000 

  b)請求毎の料金 請求項 250,000 

  １０）第十年度     

  a) 基本料金 特許 3,500,000 

  b)請求毎の料金 請求項 250,000 
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  １１）第十一年度     

  a) 基本料金 特許 5,000,000 

  b)請求毎の料金 請求項 250,000 

  １２）第十二年度     

  a) 基本料金 特許 5,000,000 

  b)請求毎の料金 請求項 250,000 

  １３）第十三年度     

  a) 基本料金 特許 5,000,000 

  b)請求毎の料金 請求項 250,000 

  １４）第十四年度     

  a) 基本料金 特許 5,000,000 

  b)請求毎の料金 請求項 250,000 

  １５）第十五年度     

  a) 基本料金 特許 5,000,000 

  b)請求毎の料金 請求項 250,000 

  １６）第十六年度     

  a) 基本料金 特許 5,000,000 

  b)請求毎の料金 請求項 250,000 

  １７）第十七年度     

  a) 基本料金 特許 5,000,000 

  b)請求毎の料金 請求項 250,000 

  １８）第十八年度     

  a) 基本料金 特許 5,000,000 

  b)請求毎の料金 請求 250,000 



98 

 

  １９）第十九年度     

  a) 基本料金 特許 5,000,000 

  b)請求毎の料金 請求項 250,000 

  ２０）第二十年度     

  a) 基本料金 特許 5,000,000 

  b)請求毎の料金 請求項 250,000 

簡易特許年金       

a)小企業、教育機

関、政府研究機関   

    

  １）第一年度     

  a) 基本料金 特許 ０ 

  b)請求毎の料金 請求項 ０ 

  ２）第二年度     

  a) 基本料金 特許 ０ 

  b)請求毎の料金 請求項 ０ 

  ３）第三年度     

  a) 基本料金 特許 ０ 

  b)請求毎の料金 請求項 ０ 

  ４）第四年度     

  a) 基本料金 特許 ０ 

  b)請求毎の料金 請求項 ０ 

  ５）第五年度     

  a) 基本料金 特許 ０ 

  b)請求毎の料金 請求項 ０ 
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  ６）第六年度     

  a) 基本料金 特許 1,650,000 

  b)請求毎の料金 請求項 50,000 

  ７）第七年度     

  a) 基本料金 特許 2,200,000 

  b)請求毎の料金 請求項 50,000 

  ８）第八年度     

  a) 基本料金 特許 2,750,000 

  b)請求毎の料金 請求項 50,000 

  ９）第九年度     

  a) 基本料金 特許 3,300,000 

  b)請求毎の料金 請求項 50,000 

  １０）第十年度     

  a) 基本料金 特許 3,850,000 

  b)請求毎の料金 請求項 50,000 

b)一般       

  １）第一年度     

  a) 基本料金 特許 550,000 

  b)請求毎の料金 請求項 50,000 

  ２）第二年度     

  a) 基本料金 特許 550,000 

  b)請求毎の料金 請求項 50,000 

  ３）第三年度     

  a) 基本料金 特許 550,000 
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  b)請求毎の料金 請求項 50,000 

  ４）第四年度     

  a) 基本料金 特許 550,000 

  b)請求毎の料金 請求項 50,000 

  ５）第五年度     

  a) 基本料金 特許 1,100,000 

  b)請求毎の料金 請求項 50,000 

  ６）第六年度     

  a) 基本料金 特許 1,650,000 

  b)請求毎の料金 請求項 50,000 

  ７）第七年度     

  a) 基本料金 特許 2,200,000 

  b)請求毎の料金 請求項 50,000 

  ８）第八年度     

  a) 基本料金 特許 2,750,000 

  b)請求毎の料金 請求項 50,000 

  ９）第九年度     

  a) 基本料金 特許 3,300,000 

  b)請求毎の料金 請求項 50,000 

  １０）第十年度     

  a) 基本料金 特許 3,850,000 

  b)請求毎の料金 請求項 50,000 

PCT 出願取扱手

数料   

出願 1,000,000 
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添付資料 11：特許出願用紙 
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添付資料 12：特許審査請求用紙 
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